
 

 

令和４年第１２回 入間市農業委員会総会議事録  
１．開催日時 令和４年１２月２６日（月） 開会 午前９時４５分 
２．開催場所 入間市庁舎 Ｃ棟 ５階 ５０１会議室 
３．出席委員（１１人）    会長     １２番 中島敦夫    会長代理    ４番 久保田勝    委員      １番 友野秀一    ３番 𠮷川光彦    ５番 池谷昭二     ６番 田嶋正明    ７番 増田恒治    ８番 法師 励     ９番 加藤敏夫   １０番 中島伸吉   １１番 宮岡幸江 
４．欠席委員（ １人） 

２番 平塚尚吾 
５．早退委員（ ０人） 
６．議事日程   第１ 議事録署名委員の指名   ４番 久保田勝    ５番 池谷昭二   第２ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申について      議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について      議案第３号 農業経営基盤強化法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定につ

いて      議案第４号 入間市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱の一部を
改正する要綱について      議案第５号 入間市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程について      議案第６号 入間市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程の一部を改正
する告示について      報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 
７．農地利用最適化推進委員 

山畑義行      堀井正信      太間雅嗣 
野村雅紀      豊泉 隆      岩田孝三郎 



 

 

中村郁夫      中村義男      清水裕司 
宮岡康光 

８．農業委員会事務局職員      事務局長   石井 英寿      主  幹   河西 多郎      主  事   中島 健人 
９．その他の出席者      なし 



 

 

１０．会議の概要 
〇議長     ただいまの出席は、農業委員１１名、農地利用最適化推進委員１０名であります。農業委

員の出席が定足数に達しておりますので、これより第１２回入間市農業委員会を開会いたし

ます。     欠席の届出は、２番、平塚尚吾委員です。     会期についてお諮りいたします。会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ござい
ませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。     次に、議事録署名委員の指名を行います。     委員会会議規則第１３条第２項の規定により、４番、久保田勝委員、５番、池谷昭二委員、
以上２名を指名いたします。     本日の付議議案は、お手元に配付してあるとおりです。     それでは、議事に入ります。 
議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申についてを議題といたしま

す。     本議案では、担当委員による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号と当事者・受人
の氏名、筆数、合計面積、申請理由、摘要のみを読み上げるよう願います。     なお、議事録における土地の表示等は巻末に議案書を添付することで対応いたします。     それでは、１番を議題といたします。     担当６番、田嶋正明委員、説明を願います。 

〇農業委員６番（田嶋正明君）     担当６番、田嶋です。議案第１号１番について説明いたします。     当事者・譲受人、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○○○株式会社。
筆数、１筆。合計面積、４８４平方メ－トル。申請理由、受人は○○○○○を営んでいる

が、事業の拡大に伴い駐車場が不足しているため、既存利用駐車場の隣接地へ拡張すべく

申請する。摘要、駐車場（敷地拡張）。 



 

 

    理由書が出ておりますので、読み上げます。     当社は○○○○○の○○○○○○○を行っている会社であります。○○○○○の会社で
す。現状の状況として、敷地内には事務所、資材コンテナ、資材置場や大型車両８台と社員

数○○○○の乗用車などで敷地がいっぱいになり、余裕がない状態です。     大型トラックの入れ替えをする場合に、乗用車を動かしながらの入れ替えを行っており、
出入口の○○の走行車両や歩行者を止めて、入れ替えをすることもございます。     今回申請した理由とすると、業務量の増加に伴う業務車両の増加によることと、従業員の
駐車場を確保するため。また、車両の入れ替えの際、敷地内において安全に行える場所を確

保するためであります。     敷地西側○○○○○○、今回の申請地であれば西側にも歩道があり、西側と北側、どちら
からでも出入りできるので、安全性と利便性が向上することと、車両入れ替え時の危険性を

軽減できると思います。     さらに、南側は後で説明しますけども、既存敷地の西側に２筆の農地があって、その２筆
のうちの１筆を今回の該当用地とするということになっておりまして、○○に面したところ

が今回の○○○○○○があるところで、それに近いところ、その隣接する２筆のうちの北側

の部分を今後も農地として利用するということがあります。     それでは、私が見てきた状況の説明をします。     場所は案内図のとおり○○○○○○○の南側にあります。○○○○○○の既存敷地の西側
に○○○○○○があり、その南に２筆の所有農地があります。１２月２４日に現地確認をし

ていると、たまたま植木の剪定をされている○○○の○○○が来られたので話を伺いました。     理由書にもあったように、○○に面した北側圃場は引き続き農地として耕作されるとのこ
とでした。南側圃場が今回の議案対象地になります。     今日、配付されたＡ３の資料ですね。それを見ていただきたいのですが、西側道路よりト
ラック進入路があり、東側の既存敷地と合流します。     工事内容の申し出地。砂利敷きの上に全面透水性アスファルト舗装する形となっておりま
す。北側農地との境。南側隣接地より１メ－トル下がったところに、この２カ所に３段積み

コンクリ－トブロックを設置し、雨水は敷地内で処理します。それから、電柱が途中にある

のですが、それはこの図面にも書いてありますけども、この図面の南側に移動することとな

ります。 



 

 

    南側、隣家の２カ所のうち西側、左側になりますが、これは○○○○○○で裏に生け垣が
あり、その作業用として１メ－トルを確保したとのことです。     ○○○○○の位置も関係しており、この１メ－トル下がってコンクリ－トブロックを設置
するということで同意を受けております。     近隣の農地、既存敷地南と隣家所有者の同意も受けており、特に問題はないことを報告し
ます。ご審議よろしくお願いいたします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございま
したらお願いします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村郁夫君）     宮寺地区推進委員の中村です。     ただいま田嶋委員さんが説明したとおり、自分も１２月２４日に確認しましたが特に支
障はないかと思われますので、審議のほどよろしくお願いいたします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 
〇事務局     議案第１号の１番につきましては、○○○○○を営んでいる譲受人が、事業の拡大に伴

い駐車場が不足するため、既存の駐車場の隣接地へ拡張するための農地転用許可申請でご

ざいます。     申請地は農用地区域内であったため、令和４年の５月の農業委員会において、農業振興
地域整備計画の変更の意見について審議をいただきました。「意見なし」と市へ回答いた

したところでございます。その後、令和４年１０月１１日付で、農用地区域から除外され

ております。     都市計画法に関しましては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ござ
いません。 



 

 

    申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地に
は該当いたしません。また、農地の集団性は１０ヘクタ－ルを超える集団農地であること

から、こちらは第１種農地に該当します。     これらを踏まえまして、立地基準となる第１種農地の不許可の例外につきましては、「既
存の施設の拡張」に合致いたします。     続いて、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画につきましては、
造成費・ブロック代等の経費を○○○○により賄うということになっておりまして、○○

○○○が添付されていることから、資金の調達については支障ないと判断できます。この

他の一般基準につきましても全て合致しております。     ついては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響がないものと判断されれば、許可
し得る状況であることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。     （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手願います。     （挙手全員） 
〇議長     全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として

県に進達いたします。     続いて、議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題といたします。     本議案では、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号ごとに、
当事者・相続人の氏名、筆数、合計面積のみを読み上げるよう願います。     それでは、１番を議題といたします。     担当５番、池谷昭二委員、説明を願います。 

〇農業委員５番（池谷昭二君）     ５番、池谷です。議案第２号の１番についてご説明を申し上げます。なお、読み上げに
ついては一部省略させていただきます。 



 

 

    当事者、１番、相続人、○○○○。筆数、４筆。合計面積、３，７９９平方メ－トル。     １２月２４日に太間推進委員と耕作状況などを確認してきました。     ○○さんは、○○○の製造・販売をしているお茶屋です。農地については、４筆とも茶
畑として適正に管理されておりました。耕作については、○○○○の二人で耕作されてい

ることです。農機具は、耕運機１台、普通トラック１台を所有しており、その他、茶畑管

理に必要な農機具はそろっており、特に問題ないかと思われますが、よろしくご審議くだ

さるようお願いいたします。     以上です。  〇議長     ありがとうございました。     次に、太間雅嗣委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願
いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（太間雅嗣君）     推進委員の太間です。     ただいまご報告がございましたとおり、特に問題はないかと思われますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

〇議長     ありがとうございました。     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認められますの
で、適格者として認めることについてご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、適格者であることの証明を行うことに決定いたしました。      次に、２番を議題といたします。     担当６番、田嶋正明委員、説明を願います。 
〇農業委員６番（田嶋正明君）     担当６番、田嶋です。議案第２号の２番について説明いたします。     当事者、相続人、○○○○○○○○、農業、○○○。筆数、１筆。合計面積、１，４３

２平方メ－トル。 



 

 

    １２月２４日、現地確認をいたしました。場所は案内図のとおり、○○○○○○、○○
○○○の南側にあります。対象農地は平成７年１１月に適格者証明を出しておりますが、

その後、○○○○○○○○○○○○○○○○○を発行しましたが、○○○○されたことは

なく、今回の申請に際し、除草と野木の枝打ちはされましたが、片付けはせずそのままと

なっております。     １２月１４日、地主宅に連絡し、対応に出た方と電話で話しました。この方とは今年の
春、除草作業らしき二人を見かけて声をかけていました。話の中で、枯草及び枝の撤去の

意向は確認しましたが、その時に、軽トラックが故障し新たな手配はしているが、納車の

時期が決まらないことから、納車したら行うとのことでした。     しかしながら、地主本人が現時点では適正に農地を管理している状況とは言えません。     以上の状況から現時点では適格者証明を出せる状況とは考えにくく、継続審議として取
り扱いしたく提案申し上げます。     なお、以前の事例で、近隣の○○さんの状況からすると茶木が撤去され、その後、適正
な管理がされていれば良しと考えます。納税猶予の適格者証明の基準としてご議論願いま

す。     ご審査よろしくお願いいたします。     以上です。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございまし

たらお願いいたします。 
〇農地利用最適化推進委員（中村郁夫君）     宮寺地区推進委員の中村です。     ただいま田嶋委員さんの説明したとおりですので、審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 
〇議長     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認めるにあたり、

来月の総会で改めて審議したいと思いますが、ご意見、ご異議ありませんか。 
〇農業委員９番（加藤敏夫君） 



 

 

    よく分かんないですけど。これ相続開始したときが平成７年ということで、その間ずっ
と、雑草繁茂になってたの。 

〇農業委員６番（田嶋正明君）     相続当初は熱心に耕作されておりましたが、途中相続人が体調を崩して以降は、適格者
証明を受ける時だけきれいにして、その後は、ほったらかしの状態となっておりました。     以上です。 

〇議長     以前もこのような案件ていうんですか。納税猶予に関しましてありましたよね。その時
もやっぱり継続審議ということで、ちょっと様子を見ようということで、次の月に、回し

たということがございましたよね。 
〇農業委員１番（友野秀一君）     これはちょっとね。引き伸ばして継続した方がいいと思いますね。 
〇事務局    また来月審議いただくにあたりまして、再度耕作を始めるというのはなかなか難しい状

況だと思いますので、ある程度状況を見て、担当の田嶋委員さんの方で、そこら辺の基準

に沿って、今まで認めていたという部分で、再度ご審査いただく必要があるかと思われま

す。また来月、皆さんに審議いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 
〇議長     ということでよろしいですか。     それでは来月の総会で改めて審議したいと思いますが、異議ございませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、来月改めて審議を行うということに決定いたしました。     次に、３番を議題といたします。     担当８番、法師励委員、説明を願います。 
〇農業委員８番（法師 励君）     ８番、法師です。議案第２号３番についてご説明申し上げます。なお、読み上げについ

ては一部省略させていただきます。     相続人氏名、○○○○。筆数、１筆。面積、１，１９０平方メ－トル。 



 

 

    １２月２２日に野村推進委員と現地確認をしてきて、その後、ご本人に電話で話を伺っ
てきました。     農地については、作付けされてませんでしたが、管理された状況でした。耕作について
は、○○○○○○○２名で耕作されているとのことでした。農機具は、トラクタ－１台、

普通トラック２台、軽トラック２台を所有しております。その他、管理に必要な農機具は

そろっており、特に問題はないかと思われますが、よろしくご審議くださるようお願いし

ます。 
〇議長     ありがとうございました。     次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願

いいたします。 
〇農地利用最適化推進委員（野村雅紀君）     推進委員の野村です。     ただいま法師委員からご説明があったとおりで、何ら問題ないかと思われます。審議よ

ろしくお願いします。 
〇議長     担当委員等の説明がありましたが、今後も引き続き農業経営を行う者と認められますの

で、適格者として認めることにご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、適格者であることの証明を行うことに決定いたしました。      続いて、議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会

の決定についてを議題といたします。     本議案では、各担当委員及び事務局による議案書の読み上げは一部省略し、案件の番号
ごとに、当事者、借受人の氏名、筆数、面積、利用権種類のみを読み上げるようお願いし

ます。     それでは、１番を議題といたしますが、２番と関連がございますので一括議題としたい
と思いますが、ご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 



 

 

〇議長     ご異議ないものと認め、担当１番、友野秀一委員、説明を願います。 
〇農業委員１番（友野秀一君）     １番、友野です。議案第３号の１番及び２番について借受人が同一ですので、一括でご

説明いたします。なお、読み上げにつきましては、一部省略させていただきます。     １番、借受人、○○○。筆数、１筆。面積、１，３９８平方メ－トル。利用権の種類、
賃貸借権。     続いて２番、借受人、○○○。筆数、１筆。面積、１，０５７平方メ－トル。利用権の
種類、使用貸借権。     １２月２１日に、二本木地区の圃場においては現地確認をいたしました。     圃場位置は、○○○○○○南側道路より１５０メートルのところにあります。圃場は現
在、きれいな状態になっており、問題はない状態です。また、本人より聞き取りも行いま

した。○○さんは○○○○○○○より新規就農者の認定を受けており、すでに８０アール

の圃場を借り入れ、耕作を行っております。     農業機械は、トラクタ－、軽トラック等を所有しております。農業従事日数としては、
３１０日ということです。     今後も規模拡大を希望しており、当該の圃場近隣にも貸し付け希望者がおりますので、
紹介をした次第です。     ２番についての現地確認は、担当地域の農業委員さん及び推進委員両名の方が現地確認
を行っており、問題ないとの報告をいただいております。     以上、ご審議のほどよろしくお願いします。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、中村義男委員、宮寺・二本木推進委員として、補足説明、ご意見等ございました
らお願いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（中村義男君）     推進委員の中村です。     友野委員の説明のとおり、何ら問題ないと思われます。よろしくお願いします。 



 

 

〇議長     ありがとうございました。     次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお
願いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（野村雅紀君）     推進委員の野村です。     ただいまご説明があったとおりで、何ら問題ないと思われます。ご審議よろしくお願い
します。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい
て、事務局に説明を願います。 

〇事務局     議案第３号の１番は賃貸借権、議案第３号の２番は使用貸借権による、新規の利用権設
定でございます。     友野委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農
業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受

人の申請地を含めた現在の経営面積は１０４ア－ルであり、その農地をすべて耕作してお

ります。     農作業従事日数につきましても１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条
第３項の要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま



 

 

した。     次に、３番を議題といたします。     担当４番、久保田勝委員、説明を願います。 
〇農業委員４番（久保田勝君）     ４番、久保田です。３番についてご説明を申し上げます。読み上げについては一部省略

いたします。     借受人、○○○○。１筆。面積、１，１４１平方メ－トル。更新です。     ２１日に現地を確認し、○○○○○○から話を伺ってまいりました。○○さんのお宅は、
野菜栽培を主体とした専業農家で、○○さん○○歳、○○○○○歳、○○○○歳、○○の

○○○○○歳で農業に励んでおります。休日には、○○○○歳も作業を手伝っているとの

ことでした。     収穫した野菜は、○○○○、○○○○○○○○、○○○○○○、○○○へ出荷していま
す。     農機具については、トラクター２台、耕運機７台、軽トラック３台、動噴１台と、必要
なものは一式そろっています。     申請地では、今年は落花生を収穫し、次はブロッコリーを植える予定ということです。
この畑は、○○さんのハウス、作業場に隣接した農地になっています。     利用権の設定に問題はないかと思われますが、よろしくご審査くださるようお願いいた
します。     以上です。 

〇議長     ありがとうございました。     次に、堀井正信委員、東金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたら
お願いいたします。 

〇農地利用最適化推進委員（堀井正信君）     推進委員の堀井です。     久保田委員の申し上げましたとおりでございます。     よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 
〇議長 



 

 

    ありがとうございました。     続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項につい
て、事務局に説明を願います。 

〇事務局     議案第３号の３番につきましては、使用貸借権による更新の利用権設定でございます。     ただいま久保田委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市
が定めます「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」、こちらに定める条件に

合致しておりますとともに、借受人の申請地を含めた現在の経営面積につきましては、１

５６ア－ルとなり、その農地をすべて耕作しております。     農作業従事日数につきましては１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条
第３項、こちらの要件を満たしていることをご報告申し上げます。     以上でございます。 

〇議長     担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における
要件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。      （異議なし。の声） 

〇議長     ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて承認することに決定いたしま
した。     続いて、議案第４号 入間市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱の
一部を改正する要綱についてを議題といたします。     事務局に説明を願います。 

〇事務局     はじめに、議案を読み上げます。     議案第４号 入間市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱の一部を改
正する要綱について。別紙１のとおり。     それでは、説明をさせていただきます。     農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数、こちらにつきましては、「農業委員会等
に関する法律」及び「同法施行令」の規定に従いまして、「入間市農業委員会の委員及び



 

 

農地利用最適化推進委員の定数を定める条例」で定めております。また、農地利用最適化

推進委員の受け持つ地区については、今回の要綱であります「入間市農業委員会の農地利

用最適化推進委員委嘱に関する要綱」で定めております。     本日、お手元に配付させていただいた議案第３号という題の資料の方に新旧対照表と裏
面には新しい地区割ですね。変わる部分について書いてありますので、こちらを参考にし

ていただければと思います。     現在の市内の農地面積、こちらを施行令に定める基準に照らしあわせますと、来年７月
の改選以降については、推進委員の定数、こちらが１０人から９人となります。こちらの

条例については１２月の市議会に上程されまして、条例の一部改正ということで議決を受

けたところでございます。     この改正を受けまして、推進委員の受け持つ地区について、これまで推進委員１人を割
り当てていた豊岡地区、変更後は専任の推進委員を置かずに豊岡地区を北・中・南の３つ

の区域に分割いたします。東金子地区、藤沢地区、西武地区を受け持つ推進委員の方が、

分割した豊岡地区の３分の１を併せて受け持つ、このような変更になるものでございます。     今後のスケジュ－ルといたしましては、本日、議案のとおりご決定いただいた際には、
この１２月の市議会で改正された「入間市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

の定数を定める条例の一部を改正する条例」、こちらの告示に合わせまして、１２月末に

告示をしまして、現在の委員の任期満了日７月１９日の翌日、令和５年７月２０日からの

施行を予定しているものでございます。     概要説明は以上でございます。     よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 
〇議長     ただいま事務局から説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。     （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わります。     お諮りいたします。本件について原案のとおり承認することにご異議ありませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長 



 

 

    ご異議ないものと認め、議案第４号は原案のとおり承認することに決定いたしました。      続きまして、議案第５号 入間市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程
についてを議題といたしますが、この議案は、議案第６号 入間市農業委員会が管理する
個人情報の保護に関する規程の一部を改正する告示についてと関連がございますので、一

括議題としたいと思いますが、一括して議題とすることにご異議ございませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、議案第５号と第６号は一括して議題といたします。      それでは、事務局に説明を願います。 
〇事務局     はじめに、各議案を読み上げます。     議案第５号 入間市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程について。別

紙２のとおり。     議案第６号 入間市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程の一部を改正す
る告示について。別紙３のとおり。     こちらも本日お配りした議案第５号、第６号の新旧対照表と、その後、両方に関連する
資料として１枚付けさせていただいております。     入間市農業委員会が管理する個人情報、こちらの事項については、これまで「入間市個
人情報保護条例」及び同条例の施行規則を準用しておりました。     しかし、令和３年に個人情報保護法改正法が公布されまして、これまで国は行政機関個
人情報保護法、民間事業者は個人情報保護法、地方公共団体はそれぞれの各条例という形

で、それぞれの異なる法令で規定していた個人情報の保護に関するこれまでの取り扱いを

統一することとなりまして、個人情報保護法の改正法に統一されております。それに伴い

まして入間市でも、この１２月の市議会において「入間市個人情報保護条例」を廃止し、

新たに「入間市個人情報の保護に関する法律施行条例」、こちらを制定したところでござ

います。     このような経過を受けまして、「入間市農業委員会事務局事務専決規程」及び「入間市
農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程」、こちらで定める農業委員会におけ

る個人情報の取り扱い関する事項について、準用する法令をこれまでの「入間市個人情報



 

 

保護条例」から「個人情報の保護に関する法律」及び新たに制定された「入間市個人情報

の保護に関する法律施行条例」、同条例の施行細則に改めるといった内容でございます。     ですので、特段取り扱いについて大きく変更があるというものではなく、国の方で法律
でこれまでの分かれていた取り扱いをまとめたということを受けて、準用する例規を新し

いものに替えるといったものが主な概要となります。     今後のスケジュ－ルといたしましては、本日、議案のとおりご決定いただいた際には、
入間市の「入間市個人情報の保護に関する法律施行条例」の告示に合わせまして、１２月

末に告示し、来年、令和５年４月１日からの施行を予定しているものでございます。     概要説明は以上です。     よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 
〇議長     ただいま事務局から説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。     （なし。の声） 
〇議長     なければ質疑を終わります。     お諮りいたします。     議案第５号 入間市農業委員会事務局事務専決規程の一部を改正する規程について、原

案のとおり承認することにご異議ありませんか。     （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり承認することに決定いたしました。     続いて、議案第６号 入間市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程の一部

を改正する告示について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      （異議なし。の声） 
〇議長     ご異議ないものと認め、議案第６号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 
〇議長     次に、報告事項に入ります。     農地法第３条の３の規定による届出は２件、同法第５条第１項第７号の規定による農地転



 

 

用届出については３件、それぞれ入間市農業委員会事務局事務専決規程第３条の規定により

専決処分され、同規程第５条により報告第１号及び第２号のとおり報告がありました。     これで付議された議案は全て終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。                                 閉会 午前１０時３０分 


